
新
た
に
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
案

中
環
審
・
産
構
審
が
合
同
会
合

建
設
業
法
改
正
で
調
査
見
直
し

国

土

交
通
省
下
請
取
引
の
一
層
の
適
正
化
へ

中
央
環
境
審
議
会
「
中
長
期
の
気
候
変
動
対
策
検
討
小
委
員
会
」
（
委
員
長
・
大
塚
直
早
稲
田
大
学
大
学
院
教

授
）
と
産
業
構
造
審
議
会
地
球
環
境
小
委
員
会
「
地
球
温
暖
化
対
策
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
（
座
長
・
山

地
憲
治
地
球
環
境
産
業
技
術
研
究
機
構
副
理
事
長
）
の
第
九
回
合
同
会
合
が
八
月
四
日
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
催
さ
れ
た
。

新
た
に
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
案
と
パ
リ
協
定
に
基
づ
く
成
長
戦
略
と
し
て
の
長
期
戦
略
の
構
成
案
を
打
ち
出

し
、
活
発
に
意
見
交
換
し
た
。
省
エ
ネ
性
能
の
高
い
設
備
機
器
の
導
入
な
ど
を
促
進
し
て
い
く
。

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を

二
〇
三
〇
年
度
に
二
〇
一
三

年
度
比
二
六
％
減
に
す
る
と

の
目
標
を
掲
げ
た
日
本
の
約

束
草
案
が
二
〇
一
五
年
、
地

球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部
で

決
定
さ
れ
、
国
連
に
提
出
さ

れ
た
。
ま
た
同
年
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ

２１
（
国
連
気
候
変
動
枠
組
条

約
第
二
十
一
回
締
約
国
会

議
）
で
は
地
球
温
暖
化
対
策

の
国
際
的
な
枠
組
み
と
な
る

パ
リ
協
定
を
採
択
。
こ
れ
を

受
け
て
二
〇
一
六
年
に
地
球

温
暖
化
対
策
計
画
、
二
〇
一

九
年
に
パ
リ
協
定
に
基
づ
く

成
長
戦
略
と
し
て
の
長
期
戦

略
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

に
あ
た
っ
て
政
府
は
少
な
く

と
も
三
年
ご
と
に
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
・
吸
収
量
な
ど

に
基
づ
き
地
球
温
暖
化
対
策

計
画
に
定
め
ら
れ
た
目
標
・

施
策
を
見
直
す
必
要
が
あ
る

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言

の
発
出
な
ど
国
内
外
の
経
済

社
会
活
動
が
大
き
く
変
動
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
変
化
に
対
応
し
つ
つ
気
候

変
動
対
策
の
さ
ら
な
る
強
化

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
当
日
の
合
同
会

議
で
は
地
球
温
暖
化
対
策
計

画
の
見
直
し
な
ど
を
中
心
に

議
論
を
深
め
た
。
新
た
な
計

画
案
は
①
地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
方

向
②
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

削
減
・
吸
収
の
量
に
関
す
る

目
標
③
目
標
達
成
の
た
め
の

対
策
・
施
策
④
地
球
温
暖
化

へ
の
持
続
的
な
対
応
を
推
進

す
る
た
め
に
―
―
の
四
章
で

構
成
。
こ
の
う
ち
国
の
役
割

で
は
多
様
な
政
策
手
段
を
動

員
し
た
地
球
温
暖
化
対
策
の

総
合
的
推
進
、
率
先
し
た
取

り
組
み
の
実
施
、
国
民
各
界

各
層
へ
の
地
球
温
暖
化
防
止

行
動
の
働
き
か
け
、
地
方
公

共
団
体
の
役
割
で
は
地
域
の

自
然
的
・
社
会
的
条
件
に
応

じ
た
施
策
の
推
進
、
事
業
者

の
役
割
で
は
事
業
内
容
に
照

ら
し
た
効
果
的
・
効
率
的
な

対
策
の
実
施
、
製
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
あ
た
っ
て
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
た

環
境
負
荷
の
低
減
、
国
民
の

役
割
で
は
積
極
的
な
温
室
効

果
ガ
ス
排
出
量
の
削
減
、
温

暖
化
防
止
活
動
へ
の
参
加
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
。

と
く
に
温
室
効
果
ガ
ス
の

排
出
量
の
多
い
産
業
部
門
、

業
務
そ
の
他
部
門
、
家
庭
部

門
、
運
輸
部
門
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
転
換
部
門
な
ど
の
取
り
組

み
で
は
産
業
界
に
お
け
る
自

主
的
取
り
組
み
の
推
進
、
企

業
経
営
な
ど
に
お
け
る
脱
炭

素
化
の
促
進
、
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
性
能
の
高
い
設
備
・
機
器

の
導
入
促
進
、
業
種
間
連
携

に
よ
る
省
エ
ネ
の
取
り
組
み

促
進
、
徹
底
的
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
管
理
、
中
小
企
業
の
排
出

削
減
対
策
の
推
進
、
建
築
物

の
省
エ
ネ
化
、
デ
ジ
タ
ル
機

器
・
産
業
の
グ
リ
ー
ン
化
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
と

面
的
利
用
の
促
進
、
脱
炭
素

型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転

換
、
住
宅
の
省
エ
ネ
化
、
環

境
に
配
慮
し
た
自
動
車
使
用

の
促
進
に
よ
る
自
動
車
運
送

事
業
な
ど
の
グ
リ
ー
ン
化
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
最

大
限
の
導
入
な
ど
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

一
方
、
長
期
戦
略
の
構
成

案
で
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る
二

〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
・
低
炭
素
社
会
実
現

の
方
向
性
を
提
示
。
六
つ
の

視
点
と
し
て
①
利
用
可
能
な

最
良
の
科
学
に
基
づ
く
政
策

運
営
②
経
済
と
環
境
の
好
循

環
の
実
現
③
公
正
な
移
行
④

需
要
サ
イ
ド
の
変
革
⑤
迅
速

な
取
り
組
み
⑥
世
界
へ
の
貢

献
―
―
な
ど
に
力
を
入
れ
る

方
針
だ
。

国
土
交
通
省
は
昨
年
十
月

の
建
設
業
法
改
正
後
、
初
の

下
請
取
引
実
態
調
査
を
開
始

し
た
。
調
査
内
容
を
見
直
し

た
う
え
で
全
国
一
万
八
千
業

者
を
対
象
に
九
月
十
日
ま
で

実
施
し
、
下
請
取
引
の
一
層

の
適
正
化
を
め
ざ
す
。

建
設
業
は
国
土
づ
く
り
の

担
い
手
で
あ
る
と
同
時
に
、

大
規
模
地
震
や
豪
雨
に
よ
る

災
害
時
に
は
最
前
線
で
地
域

社
会
の
安
全
・
安
心
を
確
保

す
る
な
ど
地
域
の
生
活
・
経

済
・
雇
用
の
守
り
手
と
し
て

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
長
時
間
労

働
の
常
態
化
や
技
能
労
働
者

の
高
齢
化
・
若
者
離
れ
に
よ

る
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て

い
る
の
が
実
情
だ
。
こ
の
た

め
工
期
の
適
正
化
な
ど
の
働

き
方
改
革
、
限
り
あ
る
人
材

の
有
効
活
用
な
ど
を
通
じ
た

建
設
現
場
の
生
産
性
向
上
、

平
時
の
み
な
ら
ず
災
害
時
の

地
域
復
旧
・
復
興
を
担
う
持

続
可
能
な
事
業
環
境
の
確
保

の
三
つ
の
観
点
か
ら
建
設
業

法
や
入
札
契
約
法
な
ど
が
改

正
さ
れ
た
。

同
省
と
中
小
企
業
庁
は
建

設
工
事
に
お
け
る
下
請
取
引

の
適
正
化
を
目
的
と
し
て
毎

年
、
実
態
調
査
を
実
施
し
て

い
る
。
今
回
は
昨
年
十
月
一

日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
建
設

業
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の

見
直
し
を
行
っ
た
。

調
査
対
象
業
者
の
内
訳
は

大
臣
許
可
建
設
業
者
が
二
千

二
百
五
十
業
者
、
知
事
許
可

建
設
業
者
が
一
万
五
千
七
百

五
十
業
者
。
郵
送
に
よ
る
書

面
調
査
で
元
請
負
人
と
下
請

負
人
、
発
注
者
（
施
主
）
と

元
請
負
人
の
取
引
の
実
態
を

把
握
す
る
。
具
体
的
に
は
①

下
請
負
人
と
の
見
積
方
法

（
提
示
内
容
、
期
間
、
法
定

福
利
費
、
労
務
費
、
工
期
）

②
下
請
契
約
（
追
加
・
変
更

契
約
を
含
む
）
の
締
結
方
法

③
下
請
代
金
の
支
払
い
期
間

・
方
法
④
発
注
者
に
よ
る
元

請
負
人
へ
の
し
わ
寄
せ
状
況

⑤
元
請
負
人
に
よ
る
下
請
負

人
へ
の
し
わ
寄
せ
状
況
⑥
約

束
手
形
の
期
間
短
縮
や
電
子

化
の
状
況
⑧
技
能
労
働
者
へ

の
賃
金
支
払
い
状
況
―
―
な

ど
を
調
査
。
元
請
負
人
と
下

請
負
人
の
取
引
は
い
わ
ゆ
る

元
請
負
人
と
一
次
下
請
と
の

取
引
だ
け
で
は
な
く
二
次
と

三
次
、
三
次
と
四
次
な
ど
の

下
請
取
引
も
含
ま
れ
る
。

調
査
後
、
建
設
業
法
違
反

業
者
に
は
是
正
措
置
を
講
じ

る
よ
う
指
導
す
る
。
ま
た
調

査
結
果
は
許
可
行
政
庁
の
立

入
検
査
な
ど
に
お
け
る
参
考

情
報
と
し
て
有
効
に
活
用
し

て
い
く
。

大塚委員長山地座長
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